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立会外取引制度の導入について 

 

平 成 １ ４ 年 ３ 月 ６ 日 

証券会員制法人 福岡証券取引所 

 

１．趣旨 

   証券取引に係る諸制度の改正が実施され、投資家の取引ニーズの多様化が進むなか、当該取引形態は、現状の売買立会における競争売買によ

る枠組みでは円滑な執行が困難な面がある。 

したがって、本所としては、投資家の多様な取引ニーズに対応し、投資家の取引機会の拡大及び本所市場の利便性向上を図る観点から、売買立会

による売買制度に加え、立会外による取引制度を導入することとする。 

 具体的には、本所の立会時間外において、最終値段の一定の範囲内で売買注文に条件を付加して取引を行うことができる「単一銘柄取引」と、最終

値段（終値）による取引を行うことができる「終値取引」を導入する。 

  

２．制度概要 

     別紙参照 

 

以   上 

別  紙 
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Ⅰ．立会外単一銘柄取引の概要 

項目 内容 備考 
１．取引対象 

 

２．申込みの方法 

 

 

 

３．売買の種類 

 

４．取引時間 

 

 

 

 

５．取引価格 

 

 

 

 

 

６．取引数量 

 

７．売買契約締結の方法 

・本所上場株券（新株、優先出資証券を含む。）及び上場転換社債券 

 

・正会員は、銘柄名、価格、申込数量等を記載した「立会外単一銘柄取引売買申

込書」を本所へ提出することにより申込みを行う。 

・取引価格及び取引数量等について交渉条件を付加することができる。 

 
･売買の種類は、普通取引及び当日決済取引とする。 
 
① 午前８時２０分～午前９時００分 

② 午前１１時００分～午後０時３０分 
③ 午後３時３０分～午後４時３０分 
（半休日の場合は、③の時間帯の取引は行わない。） 
 

・それぞれの時間帯の直前の終値（最終気配を含む）の上下７％以内で、１円単位

（株券）・１銭単位（転換社債券） 

 上記①の時間帯 ： 前日終値の上下７％の範囲内 

  〃 ②の時間帯 ： 前場終値の上下７％ 〃   

  〃 ③の時間帯 ： 当日終値の上下７％ 〃   

 

・取引数量は、売買最小単位以上。 
 
・売付けの申込みと買付けの申込みを対当させることにより、売買を成立させる。 

 

 

 

・実務的には当該書面をファック

スで送付することにより行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・直前の終値については、東証及

び大証における値段を含む。 

・特別気配等を含む。 
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項目 内容 備考 
８．売買内容の通知 

 

 

 

 

９．売買の停止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10．過誤訂正のための売買 

 

・本所は、売買成立後直ちに、売買内容を売方正会員及び買方正会員に通知す

る。 

・正会員は、売買内容の通知を受けたときは、直ちにその内容を照合・確認する。 

 

 

・本所は、以下の場合には、単一銘柄取引の売買を停止する。 

（１） 単一銘柄取引の対象となる銘柄について、業務規程第２８条の規定により、

売買の停止が行われた場合 

（２） 有価証券又はその発行者等に関し、投資者の投資判断に重大な影響を与え

るおそれがあると認められる情報が生じている場合で、当該情報の内容が不

明確である場合又は本所が当該情報の内容を周知させる必要があると認め

る場合 

（３） 単一銘柄取引の状況に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認

める場合その他売買管理上単一銘柄取引を継続して行わせることが適当で

ないと認める場合 

（４） 単一銘柄取引に係る本所の施設に支障が生じた場合等において単一銘柄

取引を継続して行わせることが困難であると認める場合 

 

・正会員は、顧客の注文を真にやむを得ない事由による過誤等により、委託の本

旨に従って本所の市場において立会外取引（単一銘柄取引）を執行できなかった

ときは、本所の定めるところにより、あらかじめ本所の承認を受け、当該承認に係

る売付け又は買付けを、本所が適当と認める値段により、自己が相手方となって

立会外取引（単一銘柄取引）によらずに執行することができる。 
・本所の承認を受けようとする正会員は、「過誤訂正等のための立会外取引によら

ない売買承認申請書」を本所に提出するものとする。 

・実務的には当該書面をファック

スで送付することにより行う。 
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項目 内容 備考 
11．取引内容の公表 

 

 

 

12．決済の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13．信用取引・貸借取引 

 

14．定率会費 

 

 

 

15．取引開始日 

・取引内容（銘柄、数量、値段、成立時刻）については、本所ホームページ等にお

いて公表する。 

・売買代金５０億円以上の取引は、翌日の午後４時３０分に公表する。 

 

・売買契約締結の日。ただし、当事者が合意するときは、その翌日（休業日にあた

るときは、順次繰り下げる。）に限り決済を繰り延べることができる。 

・売買契約締結の日から起算して４日目（休業日を除外する。）の日。 

ただし、株券について配当落ち、権利落ちとして定める期日の売買については

当該売買契約締結の日から起算して５日目の日。 

転換社債券について転換条件の変更として定める期日及び期中償還請求権に

係る権利落ちとして定める期日の売買については、当該売買契約締結の日から

起算して５日目の日。 

 ただし、転換社債券について基準日等と利払期日前日が連続する場合には、当

該連続する２日間の翌日（５日目又は６日目の日）に決済を行う。 

 
 
・単一銘柄取引は、信用取引及び貸借取引により行うことができる。 
 
・定率会費の標準徴収率は、 
  単独上場銘柄   売買代金の万分の 1.2 

   重複上場銘柄   売買代金の万分の 0.027 
 
・未定 

・その他情報ベンダーによる公表

も行う。 

 

 

・個別の取引ごとの清算とする。 

 

・同一決済日となる普通取引等

と、総括清算とする。 

 

 

 

 

・基準日等とは転換条件の変更

が行われる日の前日及び期中償

還請求期間満了の日。 

以  上 
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Ⅱ．立会外終値取引の概要 

項目 内容 備考 
１．取引対象 

 

２．申込みの方法 

 

 

３．売買の種類 

 

４．取引時刻 

 

 

 

５．取引価格 

 

 

 

 

６．取引数量 

 

７．呼値 

 

 

 
８．売買契約締結の方法 

 

・本所上場株券（新株、優先出資証券を含む。）及び上場転換社債券 

 

・正会員は、銘柄名、価格、申込数量等を記載した「立会外終値取引売買申込書」

を本所へ提出することにより申込みを行う。 

 

・売買の種類は、普通取引のみ。 
 
・午前８時５０分、午後０時２０分、午後４時００分に取引を成立させる。 

 （半休日は、午前８時５０分及び午後０時２０分） 

 

 

・取引価格 

① 午前８時５０分 ： 前日終値 

② 午後０時２０分 ： 前場終値 

③ 午後４時００分 ： 当日終値 

 

・取引数量は、売買最小単位以上。 

 

・呼値の順位については、時間優先の原則に基づくものとする。ただし、正会員が

売呼値を行うとともに、当該売呼値に対当させるために同数量の買呼値を同時に

行う場合、当該売呼値と買呼値は他の呼値に優先するものとする。 

  
・呼値の順位に従って、売呼値又は買呼値のいずれか少ない方の呼値の全部の

数量が執行されるまで対当する呼値の間に取引を成立させるものとする。 

 

 

・実務的には当該書面をファック

スで送付することにより行う。 

 

 

 

・注文受付は、 

午前８時２０分から午後４時００分 

半休日は、午後０時２０分まで 

 

・取引価格については、特別気配

等を含む。 
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項目 内容 備考 
９．売買内容の通知 

 

 

 

 

10．売買の停止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11．過誤訂正のための売買 

 

 

・本所は、売買成立後直ちに、売買内容を売方正会員及び買方正会員に通知す

る。 

・正会員は、売買内容の通知を受けたときは、直ちにその内容を照合・確認する。 

 

 

・本所は、以下の場合には、終値取引の売買を停止する。 

（１） 終値取引の対象となる銘柄について、業務規程第２８条の規定により、売買

の停止が行われた場合 

（２） 有価証券又はその発行者等に関し、投資者の投資判断に重大な影響を与え

るおそれがあると認められる情報が生じている場合で、当該情報の内容が不

明確である場合又は本所が当該情報の内容を周知させる必要があると認め

る場合 

（３） 終値取引の状況に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める

場合その他売買管理上終値取引を継続して行わせることが適当でないと認

める場合 

（４） 終値取引に係る本所の施設に支障が生じた場合等において終値取引を継続

して行わせることが困難であると認める場合 

 

・正会員は、顧客の注文を真にやむを得ない事由による過誤等により、委託の本

旨に従って本所の市場において立会外取引（終値取引）を執行できなかったとき

は、本所の定めるところにより、あらかじめ本所の承認を受け、当該承認に係る

売付け又は買付けを、本所が適当と認める値段により、自己が相手方となって立

会外取引（終値取引）によらずに執行することができる。 

・本所の承認を受けようとする正会員は、「過誤訂正等のための立会外取引によら

ない売買承認申請書」を本所に提出するものとする。 

 

・実務的には当該書面をファック

スで送付することにより行う。 
 



 

－７－ 

項目 内容 備考 
12．取引内容の公表 

 

 

13．決済の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14．信用取引・貸借取引 

 

15．定率会費 

 

 

 

16．取引開始日 

 

・取引内容（銘柄、数量、値段、成立時刻）については、本所ホームページ上等に

おいて公表する。 

 

・売買契約締結の日から起算して４日目（休業日を除外する。）の日。 

ただし、株券について配当落ち、権利落ちとして定める期日の売買については、

当該売買契約締結の日から起算して５日目の日。 

転換社債券について転換条件の変更として定める期日及び期中償還請求権に

係る権利落ちとして定める期日の売買については、当該売買契約締結の日から

起算して５日目の日。 

ただし、転換社債券について基準日等と利払期日前日が連続する場合には、

当該連続する２日間の翌日（５日目又は６日目の日）に決済を行う。 

 
 
・終値取引は、信用取引及び貸借取引により行うことができる。 
 
・定率会費の標準徴収率は、 
  単独上場銘柄   売買代金の万分の 1.2 

   重複上場銘柄   売買代金の万分の 0.027 

 
・未定 

・その他情報ベンダーによる公表

も行う。 

 

・同一決済日となる普通取引等

と、総括清算とする。 

 

 

 

 

・基準日等とは転換条件の変更

が行われる日の前日及び期中

償還請求期間満了の日。 

 

以  上 


